
 

マレックス証券株式会社  

令和８年３月２日 

反社会勢力への対応に関する基本方針 

 

マレックス証券株式会社は、証券市場の健全性・公平性の確保並びに顧客及び社員の安全を確保す

るため、暴力団、暴力団関係者、総会屋及び社会運動標榜ゴロ等その他の反社会的勢力の排除に向

けた体制を整備し、組織的な対応を行うことにより、これらの勢力との一切の関係を断絶致しま

す。 

1. マレックス証券株式会社は、反社会的勢力との取引については、これを一切行いません 

2. マレックス証券株式会社は、既に当支店と取引のある顧客が反社会的勢力であると判明した

場合、取引の解消に向け適切かつ最大限の措置を講じます 

3. マレックス証券株式会社は、反社会的勢力への資金提供は、これを一切行いません 

4. マレックス証券株式会社は、反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢

力による不当要求が認められた場合、民事上もしくは刑事上の法的措置を講じます 

5. マレックス証券株式会社は、警察等の公的機関、弁護士等外部の関係各機関との連携し、反

社会的勢力の排除を推進致します 

 


